義務教育の存在意義を考える
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先日、古本屋によく行く友人がおもしろいものを見つけて来てくれました。『比較義務教育制度論～国家と教育との関係の一断面を中心として～』（高木太郎・昭和43年）。まだ読み始めたばかりなのですが、最初におもしろいことが書いてありました。「教育を義務化するか否か、どこまでを義務化するかは重要な問題であり義務教育と非義務教育との関係区別については、もっと深く追求されるべき問題である」。義務教育の存在自体を問い直すような、こういう話は今まで聞いたことがありませんでした。

現在、義務教育というのはだれもその存在意義を疑うことなく、ごく当たり前のものとして受け入れられていますが、義務教育という意味として、日本では明治時代以降「強制教育」という専門用語が使われていたらしいし、かつてフランスでは「脅迫教育」という言葉すらあったそうです。言葉の使い方ひとつで雰囲気はがらりと変わります。コワイもんですね。一方、非義務教育にあたる言葉としては、あまり聞き慣れませんが「随意教育」、「任意教育」などがあるようです。

『ごしょごしょ通信27号』に掲載した古山さんの「日本義務教育規定の変遷」をみると、ほんの60年前まで法的に家庭での教育が認められていたことがわかりますが、明治5年の学制の中には、学校に行かずに教育を受けたものを「変則小学」と呼び、そのうち家でそれをするものは「家塾」とする、と書かれています。これもおもしろいですねー。

外来語のカタカナばかりにうんざりしているくせに（いい日本語が見つからず）、「ホームスクーリング」などと言う言葉を使っている私としては、「不登校児」でも「ホームスクーラー」でもなく「変則小学生」、「家塾生」なんていうのもカッコイ～かなーと思うのですが。中国語の「電脳（コンピューター）」や「足球（サッカー）」みたいに。でもまたこれ、人に説明するのがややこしいか。

　さてさて、今年は暑い暑いと言っていたのに、梅雨に入って寒い日が続いています。しっかり睡眠を取って（取り過ぎの人もいるか）元気に過ごしましょう。

